
民生委員・児童委員民生委員・児童委員
主任児童委員主任児童委員

こんにちは！
民生委員・児童委員です！

ひとりで悩まずに相談してください！

問 伊奈庁舎社会福祉課（内線4108）
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暮らしの中の
心配・困りごとのサポート

子どもや子育て家庭

高齢者・障がいのある方

関係機関・団体と
連携・協力つ

な
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役

つ
な
ぎ
役

ネットワークづくりネットワークづくり

相談内容に応じて専門機関
などにつないで、課題解決
するよう寄り添います。

2 民生委員・児童委員には守秘義務
があり、相談内容や秘密がほかに
漏れることはありません。

3

本市には、厚生労働大臣の委嘱を受けた 78人の「民生委員・児童委員」がいます。
その中に、特に児童のことを専門に担当する「主任児童委員」が５人います。
私たちは身近な相談相手です。必要な支援への「つなぎ役」、そして地域の「見守り役」として
活動しています。守秘義務がありますので、安心してお気軽にご相談ください。
民生委員・児童委員の一覧は、広報 13・14ページに掲載しています。

✂

✂

民生委員・児童委員
は担当地区に暮らす
身近な相談相手です。

1

※担当の民生委員が分からない
場合は、社会福祉課までお問い
合わせください。
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